
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人高橋利明の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑

訴法四〇五条の上告理由に当たらない。（なお、原判決は、「（１）同判決判示甲

信号機の燈火が赤に変ると同時に丁信号機の燈火は青矢印となり、（２）その後三

秒を経過して丙信号機の燈火が赤となり、（３）さらにその後一〇秒を経過して乙

信号機の燈火が青と青矢印に変る」との関係にあることを前提として、被告人が甲

信号機の燈火が赤色を示していたのに、これを見落して本件交差点に進入したとの

第一審判決の認定判断を支持しているが、記録に徴しても、右（２）および（３）

の関係については、これを認めるに足りる証拠はないといわざるをえない。しかし、

第一審判決は、同判決挙示の証拠により、被告人が甲信号機の燈火が赤色を示して

いるのを見落して本件交差点に進入したことを認定判断したものであつて、右第一

審判決の認定判断は相当である。してみれば、右第一審判決を支持した原判決も、

結論において正当であり、原判決の前示違法は判決に影響を及ぼさないことが明ら

かであるから、原判決を破棄する理由とならない。）

　よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。
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